
補助対象
システム

対象システム要件 補助金額

燃料電池コージェネ
レーションシステム
（エネファーム）

以下の要件を全て満たすこと。
○新品であること。

○都市ガス又はLPガスを燃料として使用し、発電・排熱
利用を行うシステムであること。

○定格運転時において、０．５キロワットから１．５キロ
ワットまでの発電出力があること。
○既築住宅に設置するものであること。

機器本体金額※１の１/５
（上限80,000円)

定置用リチウムイオ
ン蓄電システム

以下の要件を全て満たすこと。

○新品で、国の実施する定置用リチウムイオン蓄電池導
入支援に係る補助事業を行う者が指定するもの※２

〇太陽光発電システムと連系し、又は連系することを予
定していること。

機器本体金額※１の１/５
又は蓄電容量1kWh※３につき
20,000円を乗じた額のいずれか少ない
額（上限200,000円）

家庭用エネルギー
管理システム
（ＨＥＭＳ）

以下の要件を全て満たすこと。
〇新品であること。
○ECHONET Lite規格適合性認証を取得していること。

○空調、照明等の電力使用量を計測し、その情報を蓄積
し、電力使用量の「見える化」が実現できること。

○１以上の機器に対して、省エネに資する自動制御機能
を有していること。

○創エネルギー機器及び蓄エネルギー機器との接続機
能を有していること。

機器本体金額※１の１/５
（上限20,000円）

Ｖ２Ｈ充放電設備 以下の要件を全て満たすこと。

○新品で、国の実施する充電インフラ整備促進に係る補
助事業を行う者が指定するもの※２

〇太陽光発電システムと連系し、又は連系することを予
定していること。

機器本体金額※１の１/５
（上限50,000円）

※１　工事代金等の諸経費は含みません。　※２　詳細は、各補助金執行団体等のホームページから確認してください。
※３　カタログ値を基準値とします。

エネファーム 蓄電池 Ｖ２Ｈ

ＨＥＭＳ（ヘムス）

かしこく

使う

ためる

つくる

つくった電気を蓄電池やEV等
にためて非常時等に活用する

HEMSで住宅の発電量・電力
使用量を「見える化」し、エ
ネルギーを効率的に利用する

エネファームや太陽光発電
で電気（＝エネルギー）を
つくる

自らが居住する住宅に
対象の創エネ・省エネ・
蓄エネ機器を導入する方
を補助します



  　お問合せ先　下関市環境部環境政策課　　　　
　　 　　〒751-0847 山口県下関市古屋町一丁目18-1　TEL:083-252-7115   FAX:083-252-1329

　重要：９月３０日までに事業を完了し、完了報告書を提出する必要があります。
　〇補助対象者　以下の要件を全て満たす個人

　　・下関市民又は下関市民となる予定である者
　　・自らが居住又は居住予定の住宅に対象システムを設置するもの
　　・対象システムは、自ら購入し、所有するもの
　　・市税の滞納がない者

　〇申請受付期間
　 前期：令和６年４月１日（月）～令和６年４月３０日（火）※必着

　　※上記期間内に全ての書類を不備なく提出してください。
　　※予算の範囲を超える申請があった場合は、抽選を行います。

提出書類や詳細な日程は、
ホームページ・手引きを
参照してください。

申請者 下関市

　　　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　　

手続の流れ

注意事項
・交付決定前後及び完了報告後に、市職員が現地確認を行う場合があります。
・申請書提出後は、補助金の増額はできません。
・前期で不交付決定となった場合、後期申請の補助要件を満たす場合は、後期に申請することができます。

　　　抽選予定日：令和６年５月８日（水）
※抽選で審査の順番を決定します。抽選の結果によっては、補助金の交付を受けられない場　
　  合がありますので ご注意ください。

交付申請書提出 受付・審査

受領 （不）交付決定通知書

完了報告書提出 受付・審査

受領 交付額確定通知書

請求書提出 受領

補助金の交付補助金の受領

抽選

抽選日から２週間を目途に結果を通知します。
交付決定者には交付決定通知書（様式第2号）、
不交付決定者には不交付決定通知書（様式第3
号）を送付します。　　

着工
交付決定後に
着工してください。最終提出締切

令和６年９月３０日


